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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N 15.0） 6条(外事)-17

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：敷地前面の防波堤等に衝突して止まることから取水性を損なうことはな
い。また，万が一防波堤を通過した場合であっても，～吞口の閉塞が生じる
ことはないため，取水性を損なうことはない。

新：敷地前面の防波堤等に衝突して止まることから海水の取水性を損なうこ
とはない。また，万が一防波堤を通過した場合であっても，～吞口の閉塞が
生じることはないため，海水の取水性を損なうことはない。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 14.0）

6(外事)-15

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N 15.0）

6条(外事)-29

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，防波堤等に衝突して止まる
ことから取水性を損なうことはない。
また，仮に取水口呑口に到達することを想定しても，～吞口の閉塞が生じる
ことはないため，取水性を損なうことはない。

新：小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，防波堤等に衝突して止まる
ことから海水の取水性を損なうことはない。
また，仮に取水口呑口に到達することを想定しても，～吞口の閉塞が生じる
ことはないため，海水の取水性を損なうことはない。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 14.0）

6(外事)-28

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N 15.0）

6条(外事)-別添-38

以下の記載を修正した。（下線部参照）
旧：漁船等の小型船舶については，発電所近傍で漂流した場合でも，敷地前
面の防波堤等に衝突して止まることから取水性を損なうことはない。

新：漁船等の小型船舶については，発電所近傍で漂流した場合でも，敷地前
面の防波堤等に衝突して止まることから海水の取水性を損なうことはない。

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（自然現象）
（DB061N-9 14.0）

6(外事)-別添-50

同上

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部事象）
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第8条　火災による損傷の防止（DB08 r.11.0）

8条-65～67

泊1，2号炉との共用設備に「既設」又は「一部既設」の記載漏れがございま
したので，記載を適正化いたしました。

・「電動消火ポンプ（１号，２号及び３号炉共用）」に「，既設」を追記し
ました。
・「エンジン消火ポンプ（１号，２号及び３号炉共用）」に「，既設」を追
記しました。
・「ろ過水タンク（１号，２号及び３号炉共用）」に「，一部既設」を追記
しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第8条　火災による損傷の防止（DB08-9 r.10.0）

8条-本-103,104,106,107

同上

第8条 火災による損傷の防止
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.12.0） 9-19

地震起因による溢水量の設定について，女川は津波来襲前に復水器出入口弁
を閉止するため津波は流入しないが，泊は循環水管破損箇所から津波が流入
するため，同様に津波流入を考慮している柏崎の審査実績を反映しているこ
とを相違理由欄に追記した。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.12.0） 9-別添1-添19（女川）-1

女川の添付資料19「想定破損による没水影響評価結果から必要となる設備対
策について」を泊では作成していない理由について，相違理由欄の記載を充
実化した。

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.12.0） 9-別添1-添23（女川）-1

女川の添付資料23「想定破損による蒸気影響評価結果から必要となる設備対
策について」を泊では作成していない理由について，相違理由欄の記載を充
実化した。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.14.0）

9条-別添1－補36-2

屋外タンクからの溢水影響評価の解析モデルは，保守性を考慮し防潮堤幅を
敷地側に2倍拡幅させた条件としているが，循環水ポンプ建屋の南側の範囲
については，防潮堤を2倍拡幅させると3号取水ピット溢水防止壁と干渉して
しまい非現実的であることから，当該範囲は拡幅幅を1.5倍に設定してい
る。
本内容が補足説明資料36の記載から読み取れなかったため，「循環水ポンプ
建屋南側は1.5倍拡幅」であることを記載した。

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.12.0） 9-別添1－補36-6

同上

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 ）

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第9条 溢水による損傷の防止等（DB09 r.15.0） 9-別添1－添付15-3～8

水消火系で応力評価により想定破損除外とする箇所の肉厚測定を行い，暫定
条件を用いた配管余寿命評価を実施した結果を反映した。（正式条件を用い
た評価結果は詳細設計段階で示す）

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第9条 溢水による損傷の防止（DB09-9 r.13.0） 9-別添1－添付15-5～9,12

同上

第9条 溢水による損傷の防止等

以上，8/31一括提出時の適正化内容を示す。以降は，一括提出後の適正化内容を示す。
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0）

16条-12
16条-19
16条-27
16条-32

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピットクレーン（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ピットクレーン（１号，２号及び３号炉共用，既設）

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0）

16-15
16-25
16-39
16-47

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0）

16条-12
16条-19
16条-28
16条-32

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）燃料取扱棟クレーン（１号，２号及び３号炉共用）
（新）燃料取扱棟クレーン（１号，２号及び３号炉共用，既設）

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0）

16-15
16-25
16-40
16-47

同上

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-12（2カ所）

16条-19

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料貯蔵設備（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料貯蔵設備（１号，２号及び３号炉共用，既設）

6

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0）

16-15
16-16
16-25

同上

7

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-12

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ラック
（新）使用済燃料ラック（１号，２号及び３号炉共用，既設）

第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

8

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-16

同上

9

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-12

16条-19

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピット
（新）使用済燃料ピット（１号，２号及び３号炉共用，既設）

10

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-16

16-26

同上

11

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-13

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピット浄化冷却設備
（新）使用済燃料ピット水浄化冷却設備（１号，２号及び３号炉共用，既
設）

12

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-17

同上

13

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-13

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）全炉心燃料の約920％相当分（１号，２号及び３号炉共用）
（新）全炉心燃料の約920％相当分（１号，２号及び３号炉共用，既設）

14

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-17

同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

15

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-13

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピット水浄化冷却設備（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ピット水浄化冷却設備

16

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-17

同上

17

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0）

16条-13
16条-26
16条-32

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピット冷却器（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ピット冷却器（１号，２号及び３号炉共用，既設）

18

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0）

16-18
16-37
16-46

同上

19

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-14

16条-25

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピットポンプ（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ピットポンプ（１号，２号及び３号炉共用，既設）

20

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-18

16-37

同上

21

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-19

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピット水浄化冷却設備（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ピット水浄化冷却設備（１号，２号及び３号炉共用，既
設）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

22

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-25

同上

23

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0）

16条-19

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）…使用済燃料ピットポンプ，使用済燃料ピット冷却器，使用済燃料
ピット脱塩塔，使用済燃料ピットフィルタ等からなる閉回路で構成する。
（新）…使用済燃料ピットポンプ（１号，２号及び３号炉共用，既設），使
用済燃料ピット冷却器（１号，２号及び３号炉共用，既設），使用済燃料
ピット脱塩塔（１号，２号及び３号炉共用，既設），使用済燃料ピットフィ
ルタ（１号，２号及び３号炉共用，既設）等からなる閉回路で構成する。

24

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-25

同上

25

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-20

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）キャスクピット
（新）キャスクピット（１号，２号及び３号炉共用，既設）

26

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-29

同上

27

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-24

16条-32

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピット（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ピット（１号，２号及び３号炉共用，既設）
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

28

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-34

16-46

同上

29

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-25

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ラック（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ラック（１号，２号及び３号炉共用，既設）

30

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-36

同上

31

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-25

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）キャスクピット（１号，２号及び３号炉共用）
（新）キャスクピット（１号，２号及び３号炉共用，既設）

32

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-36

同上

33

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-26

16条-32

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピット脱塩塔（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ピット脱塩塔（１号，２号及び３号炉共用，既設）

34

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-37

16-46

同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

35

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-26

16条-32

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピットフィルタ（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ピットフィルタ（１号，２号及び３号炉共用，既設）

36

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-38

16-46

同上

37

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16
r.15.0） 16条-32

以下の記載を適正化しました。（下線部参照）
（旧）使用済燃料ピット水ポンプ（１号，２号及び３号炉共用）
（新）使用済燃料ピットポンプ（１号，２号及び３号炉共用，既設）

38

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況につ
いて（設計基準対象施設等）　比較表
第16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（DB16-9
r.13.0） 16-46

同上
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.15.0） 33条-9～10，13，16，39

既設の66kV送電線の一部を地中化するため，共用に係る以下の記載を修正し
た。（下線部参照）
（旧）１号，２号及び３号炉共用，既設
（新）１号，２号及び３号炉共用，一部既設

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.13.0）

33-11～12，15，18，46

同上

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第33条 保安電源設備（DB33 r.15.0）

33条-62，64

共用に係る以下の記載を追加した。（下線部参照）
（旧）275kV送電線（１号，２号及び３号炉共用）
（新）275kV送電線（１号，２号及び３号炉共用，既設）
（旧）66kV送電線（１号，２号及び３号炉共用）
（新）66kV送電線（１号，２号及び３号炉共用，一部既設）
（旧）275kV母線（１号，２号及び３号炉共用）
（新）275kV母線（１号，２号及び３号炉共用，既設）
（旧）遮断器（送電用，母線連絡用の備考欄）

　１号，２号及び３号炉共用
（新）遮断器（送電用，母線連絡用の備考欄）

　１号，２号及び３号炉共用，既設

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第33条 保安電源設備（DB33-9 r.13.0）

33-70～71

同上

第33条 保安電源設備
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第34条　緊急時対策所（DB34 r.14.0）

34条-5
34条-10
34条-15
34条-17
34条-20
34条-21

設備の共用に関する記載適正化のため，以下設備に共用に関する記載を追記
（下線部参照）
（旧）電力保安通信用電話設備

　加入電話設備
（新）電力保安通信用電話設備（１号，２号及び３号炉共用，一部既設）

　加入電話設備（１号，２号及び３号炉共用，一部既設）

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第34条　緊急時対策所（DB34-9 r.14.0）

34-14
34-21
34-28
34-33
34-39
34-40

同上
上記適正化に伴い，相違理由欄に以下の記載を追記

・記載方針の相違
泊は本文五号（チ．以降）及び添付書類八（３．以降）のうち，共用設備の
名称が最初に記載される箇所（共用の宣言），設備一覧等に共用を記載する
方針のため。

第34条 緊急時対策所
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泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第35条　通信連絡設備（DB35 r12.0）

35条-4
35条-5
35条-8
35条-9

「電力保安通信用電話設備」の後に「（１号，２号及び３号炉共用，一部既
設）」を追記しました。
「加入電話設備」の後に「（１号，２号及び３号炉共用，一部既設）」を追
記しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）　比較表
第35条　通信連絡設備（DB35-9 r12.0）

35-11，12
35-16
35-26
35-28

同上

第35条 通信連絡設備
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